
情報提供記録 機関別符号Ａ 

機関別符号B 

個人 

情報提供ネットワークシステム 
（コアシステム） 

政府共通NW 
ＬＧＷＡＮ等 

個人番号カードによる 
公的個人認証 

特定個人情報 
保護委員会 

情報提供ネット 
ワークシステム 

及び 
情報照会・提供 
機関に対する 

監視・監督など 

      【主な機能】 
○要求に応じて機関 

ごとに機関別符号 
を生成。。。。。 

○機関別符号同士の 
紐付け。。。。。 

○情報提供を許可。 

地方公共団体情報システム機構（H26.4.1 設立） 

市町村が付番 

※機械的な読み取り＋パスワード入力 
（個人番号は用いない） 

IFシステム 中間サーバー 
住基連携用
サーバー 

機関別符号A 
団 体 内 統 合 
宛 名 番 号 Ａ 

個 人 情 報 コアシステム 

個 人 番 号 
団 体 内 統 合 
宛 名 番 号 Ａ 

基本4情報 

個 人 情 報 

住基全国サーバー 

IFシステム 
集約ASP 

中間ｻｰﾊﾞｰ・ 
ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ 

既存システム群 

機関別符号B 
団 体 内 統 合   
宛 名 番 号 B 

個 人 情 報 

個 人 番 号 
団 体 内 統 合 
宛 名 番 号 B 

基本4情報 

個 人 情 報 

○機関別符号生成要求 
○個人番号等照会 

機関別符号生成要求 

既存システム群 

自己情報 
表示機能 

お知らせ情報 
表示機能 

情報提供等 
記録開示機能 

ワンストップ
サービス 

インターネット 

番号制度における情報連携の概要 

地方公共団体以外の機関（H29.1 情報連携開始予定） 

Ｈ26.1.1 設置 

H29.1 運用開始予定 

地方公共団体（H29.7 情報連携開始予定） 

住基ＣＳ 
又は都道府県サーバー 
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 ・政府は、法律施行後１年を目途として、 

  情報提供等記録開示システム(マイ･ポータル)を設置する。 

  （番号法附則第６条第５項） 

マイ・ポータル 
（イメージ） 

情報提供記録表示 

自己情報表示 

ワンストップサービス 

プッシュ型サービス 

自分の特定個人情報をいつ、誰
が、なぜ情報提供したのを確認
する機能（附則第6条第5項） 

行政機関などが持っている自分
の特定個人情報について確認す
る機能（附則第6条第6項第1号） 

行政機関などへの手続を一度で
済ませる機能（附則第6条第6項
第3号） 

一人ひとりに合った行政機関な
どからのお知らせを表示する機
能（附則第6条第6項第2号） 

マイ・ポータル 
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① 個人番号カードは、本人確認の措置において利用する。（第16条） 

② 市町村の機関は、個人番号カードを、地域住民の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務に

利用することができる。（第18条第1号） 

③ マイ・ポータルへのログイン手段として、「電子利用者証明」の仕組みによる公的個人認証に利用する。 

④ 個人番号カードの所管は、総務省とする。 

市町村長は、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に
対し、その者の申請により、その者に係る個人番号カードを交付するもの
とする。（第17条第1項） 

（裏面） 
 
 

 

（表面） 

個人番号カードの様式（案） 

個人番号カード 

個人番号カードの券面には、
「氏名」、「住所」、「生年月日」、
「性別」、「個人番号」等が記載
され、「本人の写真」が表示され、
かつ、これらの事項等がＩＣチッ
プに記録される。（第 2条第 7項）  
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